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可された者が入学を辞退する場合において、所定の期日までに願い出たときは、既納の在籍料、授業
料、施設設備費その他の納付金を返付することがある。

２　年額の授業料を納付している者が前期（春学期）に退学する場合、所定の手続きにより、後期（秋
学期）の授業料を返付することがある。

第１３章　奨　学　制　度

（奨学金）
第５７条　成績優秀にして品行方正な学生及び経済的に修学が困難な学生に対しては、選考のうえ奨学金

を貸与又は給付する。
２　奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
（留学派遣）
第５８条　成績優秀にして品行方正な学生に対しては、選考のうえ外国に留学派遣する。
２　留学派遣に関し必要な事項は、別に定める。

第１４章　改　　　　　正

第５９条　この学則の改正は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。
　　　　附　則
１　この学則は、平成10年４月１日から施行する。
２　第３条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成10年度から12年度までの間は、

次のとおりとする。

学　　　科 10 年 度 11 年 度 12 年 度

日本文化学科
国際コミュニケーション学科

170名
170名

340名
340名

530名
530名

　　　　附　則
　この学則は、平成11年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成12年１月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成12年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成13年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成14年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成14年４月１日から施行する。
　２ 　改正後の第27条、第33条及び別表１の規定は、平成14年度以後の入学者について適用し、平成13

年度以前の入学者については、なお従前の例による。
　　　　附　則
　この学則は、平成15年４月１日から施行し、第56条第１項については平成14年４月１日に溯って適用する。
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　　　　附　則
　この学則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成17年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成18年４月１日から施行する。
　２　第３条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度から20年度までの間は、

　次のとおりとする。

学　　　科 18 年 度 19 年 度 20 年 度

日本文化学科
国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

690名
720名
30名

660名
720名
60名

630名
720名
90名

　　　　附　則
　この学則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成23年４月１日から施行する。
　２　第３条第４項の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間の学生の定員は、次のと

おりとする。
平成23年度

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

10名
15名

590名
715名
135名

平成24年度

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

10名
15名

580名
710名
150名

平成25年度

学　　部 学　　科 入学定員 ３年次
編入学定員 収容定員

国際文化交流学部
日本文化学科

国際コミュニケーション学科
英語コミュニケーション学科

140名
170名
45名

５名
５名

575名
700名
165名
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３　改正後の第33条の規定は、平成23年度以降の入学者に適用し、平成22年度以前の入学者については、
なお従前の例による。

　　　　附　則
　１　この学則は、平成24年４月１日から施行する。
　２ 　改正後の別表１−二の規定は、平成24年度以降の入学者について適用し、平成23年度以前の入学

者については、なお従前の例による。
　３ 　改正後の別表２の「一　図書館司書に関する科目」及び「二　博物館に関する科目」は、平成24

年度以降の入学者（科目等履修生を含む。）に適用し、平成23年度以前の入学者については、なお
従前の例による。

　　　　附　則
　１　この学則は、平成25年４月１日から施行する。
　２ 　第28条の規定にかかわらず、平成24年度以前の入学者及び平成26年度以前の第３年次編入学者の

学業成績については、なお従前の例による。
　３ 　平成25年度入学者の納付金については、施行日前に納付する場合にも別表３及び別表４を適用す

る。
　４ 　平成25年３月31日以前の入学者の納付金のうち別表４については、維持費を施設設備費に改める

ほかは、なお従前の例による。
　　　　附　則
　この学則は、平成26年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成27年５月27日から施行する。
　　　　附　則
　この学則は、平成28年４月１日から施行する。
　　　　附　則
　１　この学則は、平成29年４月１日から施行する。
　２ 　平成29年度入学者の納付金については、施行日前に納付する場合にも別表４を適用する。
　３ 　平成29年３月31日以前の入学者の納付金のうち別表４については、なお従前の例による。
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